
 

1

 
 

 
 

○ 

開 
 

 
 

 

議 
◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開

き
ま
す
。 

 

日
程
に
よ
り
ま
し
て
、
甲
第
五
十
号
議
案
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
が
、
質
疑

の
通
告
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
質
疑
を

終
了
い
た
し
ま
す
。 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

甲
第
五
十
号
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
会
付
託
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
甲
第
五
十
号
議

案
に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

討 
 

 
 

 

論 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

次
に
、
上
程
中
の
議
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 

乙
第
六
十
一
号
議
案
に
つ
い
て
討
論
の
通
告
が
あ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
発
言
を

許
可
い
た
し
ま
す
。 

◎
武
藤
明
美
君 

登
壇
＝
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
共
産
党
の
武
藤
明
美
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

私
は
、
乙
第
六
十
一
号
議
案
「
令
和
六
年
度
佐
賀
県
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て
」
、
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

令
和
六
年
度
の
佐
賀
県
決
算
は
、
歳
入
で
五
千
五
百
二
十
二
億
八
千
九
百
六
十
五

万
四
千
九
百
六
十
四
円
、
歳
出
で
は
五
千
四
百
十
三
億
一
千
六
百
七
十
八
万
八
千
六

十
一
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
歳
入
か
ら
歳
出
を
差
し
引
い
た
形
式
収
支
額
は
百
九
億

七
千
二
百
八
十
六
万
六
千
九
百
三
円
で
す
。
そ
の
う
ち
、
繰
り
越
す
事
業
の
財
源
と

し
て
繰
り
越
す
べ
き
額
四
十
九
億
五
千
六
百
八
十
万
二
千
七
百
八
十
二
円
を
除
く
と
、

実
質
収
支
額
は
六
十
億
一
千
六
百
六
万
四
千
百
二
十
一
円
で
、
昭
和
五
十
一
年
以
来

四
十
九
年
間
連
続
の
黒
字
で
す
。 

歳
入
に
関
し
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
消
費
税
清
算
金
が
あ
り
ま
す
。
物
価
高
騰
で

苦
し
む
県
民
の
多
く
が
、
消
費
税
減
税
を
望
ん
で
い
る
の
に
応
え
よ
う
と
し
な
い
国
、

そ
の
姿
勢
が
庶
民
へ
の
暮
ら
し
の
負
担
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。 

県
債
発
行
は
、
七
百
十
九
億
五
千
三
百
七
十
万
円
、
前
年
度
よ
り
約
二
十
二
億
円

減
っ
た
と
は
い
え
、
後
年
度
の
財
政
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。 

歳
出
と
し
て
の
公
債
費
が
五
百
九
十
七
億
五
千
九
百
八
十
六
万
二
千
七
百
九
十
四

円
あ
り
ま
す
。
教
育
費
、
土
木
費
、
商
工
費
に
次
ぐ
四
番
目
で
、
民
生
費
よ
り
上
回

っ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
す
。 

県
民
生
活
の
面
で
は
、
県
税
、
使
用
料
手
数
料
、
諸
収
入
の
三
分
野
で
不
納
欠
損

額
が
九
千
十
六
万
二
百
六
十
九
円
生
じ
て
お
り
、
収
入
未
済
額
で
も
、
県
税
、
使
用

料
手
数
料
、
諸
収
入
の
三
分
野
で
十
五
億
三
千
五
十
八
万
三
千
五
百
四
十
九
円
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
県
民
生
活
の
苦
し
さ
が
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。 

主
な
不
用
額
で
、
総
務
費
、
農
林
水
産
費
、
民
生
費
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
お
お
よ

そ
の
事
業
の
傾
向
が
分
か
っ
た
時
期
に
減
額
補
正
な
ど
を
行
い
、
県
民
が
求
め
る
事

業
に
回
し
た
り
、
需
用
費
な
ど
で
不
足
し
て
い
る
も
の
や
、
改
修
、
改
善
な
ど
工
夫

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
財
政
調
整
積
立
金
を
増
や
す
た
め
に
、
決
算

で
の
不
用
額
が
利
用
さ
れ
る
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。 

財
政
の
面
で
言
え
ば
、
主
な
積
立
金
に
も
触
れ
ま
す
。 

決
算
年
度
末
の
現
在
高
で
、
財
政
調
整
積
立
金
約
百
七
十
四
億
八
千
二
百
五
十
七

万
円
、
県
債
管
理
基
金
三
百
四
十
一
億
八
千
二
百
四
十
八
万
円
あ
り
ま
す
。
大
規
模
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施
設
整
備
基
金
が
百
十
二
億
二
千
五
百
五
十
一
万
円
、
こ
の
主
要
三
基
金
で
計
六
百

二
十
八
億
九
千
五
十
六
万
円
で
す
。
前
年
度
よ
り
約
十
九
億
円
も
増
や
し
て
い
る
ん

で
す
。
少
し
持
ち
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
サ
ン

ラ
イ
ズ
パ
ー
ク
の
借
金
返
し
や
、
今
取
り
組
ん
で
い
る
県
立
大
学
な
ど
大
型
事
業
に

つ
ぎ
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。 

大
型
事
業
と
し
て
言
え
ば
、
新
幹
線
長
崎
ル
ー
ト
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
武
雄
か
ら
新
鳥
栖
間
を
フ
ル
規
格
で
進
め
よ
う
と
し
き
り
に
言
う
人
た
ち
が

い
ま
す
が
、
そ
の
方
た
ち
は
、
整
備
新
幹
線
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
並
行
在
来

線
の
位
置
づ
け
や
、
莫
大
な
事
業
費
六
千
二
百
億
円
に
伴
う
県
負
担
千
四
百
億
円
な

ど
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
知
事
の
と
っ
て
い

る
立
場
、
態
度
を
評
価
し
、
激
励
い
た
し
ま
す
。 

今
、
県
民
の
暮
ら
し
は
コ
ロ
ナ
禍
を
過
ぎ
て
や
っ
と
光
が
見
え
て
い
る
か
と
い
う

と
そ
う
で
は
な
く
、
物
価
高
騰
な
ど
で
大
変
で
す
。
様
々
な
暮
ら
し
の
要
求
も
渦
巻

い
て
い
ま
す
。 

教
育
現
場
の
こ
と
を
思
え
ば
、
教
員
不
足
の
解
消
と
そ
の
対
応
は
待
っ
た
な
し
で

す
。
近
隣
の
県
並
み
に
人
件
費
を
引
き
上
げ
て
く
だ
さ
い
。
小
中
学
校
の
三
十
人
学

級
と
高
校
の
少
人
数
学
級
、
特
別
支
援
学
級
の
一
ク
ラ
ス
の
定
員
を
減
ら
し
、
一
人

一
人
の
子
供
た
ち
を
大
切
に
し
て
、
人
権
を
守
り
、
地
域
に
根
づ
く
学
校
教
育
を
進

め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

保
育
や
介
護
、
医
療
分
野
に
携
わ
る
人
た
ち
の
処
遇
改
善
、
そ
れ
を
行
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
加
齢
に
よ
る
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
へ
の

支
援
、
国
保
介
護
の
負
担
軽
減
な
ど
県
民
要
求
は
切
実
で
す
。
学
校
給
食
費
の
無
償

化
に
取
り
組
む
市
町
を
応
援
し
、
県
と
し
て
沖
縄
や
東
京
、
青
森
な
ど
の
よ
う
に
頑

張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

今
回
の
一
般
質
問
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
、
重
度
心
身
障
害
者
の
医
療
費
助
成
の

現
物
給
付
方
式
が
前
進
で
き
る
と
、
見
通
し
が
あ
る
答
弁
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

命
、
暮
ら
し
を
守
る
、
地
方
自
治
体
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
、
暮
ら
し
の
願
い

に
応
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

以
上
述
べ
ま
し
て
、
令
和
六
年
度
決
算
認
定
に
当
た
っ
て
反
対
を
表
明
し
、
討
論

を
終
わ
り
ま
す
。 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
討
論
を
終
了
し
採
決
に
入
り
ま

す
。 

 
 

 
 

○ 

採 
 

 
 

 

決 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

乙
第
六
十
一
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
令
和
六
年
度
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

 

乙
第
六
十
一
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
認
定
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
乙
第
六
十
一
号

議
案
は
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
議
案
を
除
く
他
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
討
論
の
通

告
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
直
ち
に
採
決

に
入
り
ま
す
。 

 
ま
ず
、
甲
第
四
十
六
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ

り
ま
す
。 

 

甲
第
四
十
六
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 
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〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
甲
第
四
十
六
号

議
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
甲
第
四
十
七
号
議
案
か
ら
甲
第
四
十
九
号
議
案
ま
で
、
以
上
三
件
の
議
案

を
一
括
し
て
採
決
し
ま
す
。 

 

以
上
三
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
三
件
の
議
案

は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
に
、
甲
第
五
十
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
甲
第
五
十
号
議
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
乙
第
六
十
三
号
議
案
か
ら
乙
第
八
十
九
号
議
案
ま
で
、
以
上
二
十
七
件
の

議
案
を
一
括
し
て
採
決
し
ま
す
。 

 

以
上
二
十
七
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
二
十
七
件
の

議
案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
に
、
乙
第
九
十
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

 

乙
第
九
十
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
同
意
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
乙
第
九
十
号
議
案

は
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
乙
第
九
十
一
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
土
地
利
用
審
査
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

 

乙
第
九
十
一
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
同
意
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
乙
第
九
十
一
号
議

案
は
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
乙
第
六
十
二
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
令
和
六
年
度
工
業
用
水
道
事
業
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ
り

ま
す
。 

 

乙
第
六
十
二
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
認
定
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
乙
第
六
十
二
号
議

案
は
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

議 

案 

提 

出 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

た
だ
い
ま
議
長
の
手
元
に
留
守
茂
幸
議
員
外
三
十
三
名

か
ら
、
議
第
三
号
議
案
「
佐
賀
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 
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こ
れ
は
、
皆
様
の
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
と
お
り
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

   

（
議
第
３
号
議
案
） 

   
 

 
 

○ 

議 

案 

上 

程 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
三
号
議
案
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
第
三
号
議
案

を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
三
号
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
説
明
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
第
三
号
議
案

に
つ
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
説
明
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
よ
り
議
第
三
号
議
案
に
つ
い
て
質
疑
に
入
り
ま
す
が
、
質
疑
の
通
告
は
あ
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
質
疑
を
終
了
い
た
し
ま

す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
三
号
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
会
付
託
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
第
三
号
議
案

に
つ
き
ま
し
て
は
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
よ
り
議
第
三
号
議
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
す
が
、
討
論
の
通
告
は
あ
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
討
論
を
終
了
し
直
ち
に

採
決
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 
 

○ 

採 
 

 
 

 

決 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

議
第
三
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
第
三
号
議
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

討 
 

 
 

 

論 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

次
に
、
上
程
中
の
請
願
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
す
。 

請
第
三
号
請
願
に
つ
い
て
討
論
の
通
告
が
あ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
発
言
を
許
可

い
た
し
ま
す
。 

◎
武
藤
明
美
君 

登
壇
＝
日
本
共
産
党
の
武
藤
明
美
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
は
、
請
第
三
号
請
願
「
佐
賀
県
の
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
求
め

る
請
願
」
に
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

子
供
は
社
会
の
宝
と
し
て
、
一
人
一
人
に
分
か
り
や
す
い
授
業
を
、
そ
の
た
め
に
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教
育
環
境
整
備
を
、
将
来
の
社
会
を
担
う
力
を
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 全

て
の
子
供
た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
の
実
現
は
、
県
民
み
ん
な
の
願
い
で
す
。

こ
こ
に
提
出
さ
れ
て
い
る
請
願
書
は
、
そ
の
願
い
を
も
と
に
教
育
予
算
の
確
保
を
求

め
安
心
し
て
学
べ
る
学
校
づ
く
り
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

請
願
項
目
の
七
つ
は
何
も
難
し
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
供
た
ち
が
健
や
か
に
成
長
し
、
楽
し
く
学
べ
る
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
私
た
ち
大

人
の
責
任
、
そ
し
て
議
会
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

井
本
知
事
時
代
に
始
ま
っ
た
三
十
五
人
以
下
学
級
を
求
め
る
運
動
は
全
国
に
広
が

り
、
義
務
教
育
標
準
法
を
改
正
さ
せ
る
力
と
な
り
、
国
の
責
任
に
よ
る
小
学
校
三
十

五
人
以
下
学
級
が
前
進
し
ま
し
た
。 

し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
平
均
で
あ
る
二
十
人
程
度
の
学
級
に
比
べ
、
日
本
の
学
級

規
模
は
ま
だ
大
き
過
ぎ
ま
す
。
高
等
学
校
に
お
い
て
も
三
十
五
人
以
下
学
級
を
実
現

す
る
こ
と
は
、
地
域
に
存
在
す
る
高
校
と
し
て
、
地
域
と
の
交
流
活
性
化
に
も
つ
な

が
る
役
割
を
持
ち
ま
す
。 

小
中
学
校
、
高
校
、
特
別
支
援
学
校
で
は
、
教
員
の
未
配
置
も
増
え
て
い
ま
す
。

病
気
休
暇
や
産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
暇
の
代
替
教
員
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ど
、
事

態
は
深
刻
で
す
。
発
達
段
階
に
応
じ
た
丁
寧
な
指
導
を
行
っ
て
い
る
特
別
支
援
学
級

で
も
、
学
級
編
制
基
準
を
現
在
の
八
人
か
ら
六
人
へ
引
き
下
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
請
願
の
趣
旨
、
心
か
ら
賛
同
し
ま
す
。 

ぜ
ひ
、
議
場
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
て
も
、
佐
賀
県
の
教
育
が
よ
そ
の
県
並
み
に
進

展
し
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
豊
か
な
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
に
な
る
よ
う
、
賛
成
し
て

く
だ
さ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

以
上
、
請
願
に
対
す
る
賛
成
討
論
と
い
た
し
ま
す
。 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
討
論
を
終
了
し
採
決
に
入
り
ま

す
。 

 
 

 
 

○ 

採 
 

 
 

 

決 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

請
第
三
号
請
願
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
佐
賀
県
の
子
ど
も
た
ち
に
ゆ
き
と
ど
い
た
教
育
を
求
め
る
請
願
で
あ
り

ま
す
。 

 

請
第
三
号
請
願
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
不
採
択
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
請
願
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
少
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
請
第
三
号
請
願

は
不
採
択
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
請
願
を
除
く
他
の
請
願
に
つ
い
て
は
、
討
論
の
通

告
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
直
ち
に
採
決
に

入
り
ま
す
。 

請
第
二
号
請
願
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
私
学
助
成
の
大
幅
増
額
・
教
育
費
の
保
護
者
負
担
の
軽
減
・
教
育
条
件

の
改
善
を
も
と
め
る
請
願
書
で
あ
り
ま
す
。 

 

請
第
二
号
請
願
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
採
択
で
あ
り
ま
す
。 

 
本
請
願
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
請
第
二
号
請
願
は

採
択
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

意 
見 

書 

案 

提 

出 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

た
だ
い
ま
議
長
の
手
元
に
意
見
書
案
が
三
件
提
出
さ
れ
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ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
皆
様
の
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
と
お
り
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。 

  

（
意
見
書
案
） 

   
 

 

○ 

意 

見 

書 

案 

上 
程 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

意
第
十
三
号
意
見
書
案
か
ら
意
第
十
五
号
意
見
書
案
ま
で
、
以
上
三
件
の
意
見
書

案
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
三
件
の
意

見
書
案
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

意
第
十
三
号
意
見
書
案
か
ら
意
第
十
五
号
意
見
書
案
ま
で
、
以
上
三
件
の
意
見
書

案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
員
全
員
の
提
出
に
よ
る
も
の
で
内
容
も
判
明
い
た
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
提
出
者
の
説
明
及
び
委
員
会
付
託
を
省
略
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
よ
り
意
第
十
三
号
意
見
書
案
か
ら
意
第
十
五
号
意
見
書
案
ま
で
、
以
上
三
件

の
意
見
書
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
す
が
、
討
論
の
通
告
は
あ
っ
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
討
論
を
終
了
し
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま

す
。 

 
 

 
 

○ 

採 
 

 
 

 

決 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

意
第
十
三
号
意
見
書
案
か
ら
意
第
十
五
号
意
見
書
案
ま

で
、
以
上
三
件
の
意
見
書
案
を
一
括
し
て
採
決
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
医
療
・
介
護
等
の
提
供
に
係
る
物
価
・
賃
金
の
急
激
な
上
昇
等
に
対
応

す
る
た
め
の
診
療
・
介
護
報
酬
改
定
と
財
源
確
保
を
求
め
る
意
見
書
案
、
脳
脊
髄
液

漏
出
症
患
者
の
救
済
を
求
め
る
意
見
書
案
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
リ
サ
イ
ク
ル
等
の

推
進
及
び
適
正
な
廃
棄
処
理
に
関
す
る
意
見
書
案
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
三
件
の
意
見
書
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
三
件
の
意
見

書
案
は
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

議 

員 

派 

遣 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

次
に
、
議
員
派
遣
の
件
を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議

題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
員
派
遣
の
件

を
本
日
の
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

会
議
規
則
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す

と
お
り
、
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 



 

7

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

  

（
議
員
派
遣
報
告
書
） 

  

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
議
決
い
た
し
ま
し
た
議
員
派
遣
の
内
容
に
今
後
変
更
を
要
す
る
と
き
は
、

そ
の
取
り
扱
い
を
議
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん

か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

○ 

継 

続 

審 

査 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

次
に
、
会
議
規
則
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元

に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
申
出
書
の
と
お
り
、
各
委
員
長
か
ら
議
長
宛
て
、
そ
れ

ぞ
れ
閉
会
中
の
継
続
審
査
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

  

（
継
続
審
査
申
出
書
） 

  

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

各
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
に
付
す
る
こ
と
に
御
異

議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
今
期
定
例
県
議
会
の
全
日
程
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
ま
で
に
議
決
さ
れ
ま
し
た
各
議
案
に
つ
い
て
、
数
字
ま
た
は
字
句
等
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
場
合
は
、
会
議
規
則
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
ま
し
て
、
適

宜
議
長
の
手
元
に
お
い
て
訂
正
す
る
こ
と
に
御
承
認
を
願
っ
て
お
き
ま
す
。 

 
 

 
 

○ 

閉 
 

 
 

 

会 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
七
年
十
一
月
定
例
県
議
会

を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
後
、
事
務
局
長
か
ら
発
言
が
あ
り
ま
す
の
で
こ
の
ま
ま
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

◎
真
坂
議
会
事
務
局
長
＝
こ
れ
よ
り
、
県
議
会
議
員
と
し
て
県
勢
の
発
展
に
寄
与
さ

れ
た
六
名
の
議
員
の
方
々
に
対
し
、
知
事
か
ら
感
謝
状
の
贈
呈
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

の
ま
ま
御
着
席
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

午
前
十
一
時
二
十
三
分 

閉
会 
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○ 

永
年
勤
続
議
員
に
対
す
る
知
事
感
謝
状
贈
呈 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
た
だ
い
ま
か
ら
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
長
年
に
わ
た
り
県
勢

の
進
展
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
方
々
に
対
し
、
知
事
感
謝
状
の
贈
呈
を
行
い
ま
す
。 

 

お
名
前
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
前
に
お
進
み
く
だ
さ
い
。 

 

石
井
秀
夫
様 

 

武
藤
明
美
様 

 

木
原
奉
文
様 

 

池
田
正
恭
様 

 

野
田
勝
人
様 

 

西
久
保
弘
克
様 

 

お
名
前
を
呼
ば
れ
た
方
は
知
事
の
前
に
お
進
み
く
だ
さ
い
。 

 

ま
ず
、
三
十
年
以
上
に
わ
た
り
在
職
さ
れ
た
方
々
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

石
井
秀
夫
様
。 

 
 

◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

石 

井 

秀 

夫 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
三
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ

れ
そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 

お
疲
れ
さ
ま
で
す
。 

〔
山
口
知
事 

石
井
秀
夫
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
武
藤
明
美
様
。 

◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

武 

藤 

明 

美 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
三
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ

れ
そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
山
口
知
事 

武
藤
明
美
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
木
原
奉
文
様
。 

◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

木 

原 

奉 

文 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
三
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ

れ
そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
山
口
知
事 

木
原
奉
文
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
皆
様
、
一
歩
ず
つ
前
へ
お
進
み
く
だ
さ
い
。 

続
き
ま
し
て
、
十
年
以
上
に
わ
た
り
在
職
さ
れ
た
方
々
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

池
田
正
恭
様
。 
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◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

池 

田 

正 

恭 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ
れ

そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
山
口
知
事 

池
田
正
恭
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
野
田
勝
人
様
。 

◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

野 

田 

勝 

人 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ
れ

そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
山
口
知
事 

野
田
勝
人
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
西
久
保
弘
克
様
。 

◎
山
口
知
事
＝ 

 
 

 
 

感 

謝 

状 

佐
賀
県
議
会
議
員 

 

西 

久 

保 

弘 

克 

様 

あ
な
た
は
佐
賀
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
十
年
に
わ
た
り
県
勢
の
進
展
に
寄
与
さ
れ

そ
の
功
績
は
誠
に
大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 

令
和
七
年
十
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
知
事 

 
 

 

山 

口 

祥 

義 

 

お
疲
れ
さ
ま
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
山
口
知
事 

西
久
保
弘
克
君
に
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
贈
呈
〕
（
拍
手
） 

◎
黒
田
秘
書
課
長
＝
感
謝
状
を
授
与
さ
れ
た
皆
様
は
自
席
へ
お
戻
り
く
だ
さ
い
。 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
感
謝
状
贈
呈
式
を
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 
 

 
 

議
事
課
副
課
長    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

髙 

田 

一 

弘 

 
 

 
 

同  

議
事
・
記
録
担
当
主
査    

 
 

 
 

 
 

松  

尾  

重  

治 

 
 

 
 

同  

議
事
・
記
録
担
当
会
計
年
度
任
用
職
員 

 

石 

丸 

宏 

子 

 


